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山城教育局督向
1 桃 山董護学校の取組

(1)教 育局と養護学校との連携

0教 育局と共催で 「ももやま土曜講座Jを 開催

りL山養護学校では、平成15年度より特別支援教育推進校として「地域のセンター的役割発揮」

と「専門性向上」という 二つの日標をt)つて実践をすすめてきました,こ の 「1二曜講座」は、

その一環 として、地域の保護者や教職員、関係機関年の方々への情報提供、研究 ・実践の文

援として計画し運営 してきましたゎ

平成18年度は 「理解から実践を通した支援へ」をテーマに

講 座 講座 のテーマ 講 師 参加者

1 軽度発達障害児を担任 している先生方への

テ ィーチャー ・トレーエング

藤原壽子 (中学校教諭)

林索賀子 (中学校教諭)

276名

ワ

一 軽度発達障害のある人への就労 ・生活支援 戸劇幸彦 (関電特例 子会社

かんでんエルハー ト参与)

195名

3 白閉症スイくクトラムと社会性

(ソーシャルス トリーなどを使つたSST)

門員
一郎 (京都市児福セン

ター精神科医)

348名

3回 の講座を開催 し延べ、819名 の参加者を得て、上記の日標は達成することができまし

た.意 見交流での主な意見は

・ 特別支援教育において、 |ど もひとリー人のニーズに応じた教育をしていく為には、歓師

の意識萩軍が必事であると感 じた。 まずは、テクニックより子どt,を丸ごとfrlえる日を持た

ないとい|ナないと思 う,ADHDや アスヘルガーの担任で トレーエングを受けたい.(第 1

f舌ナ生)

。 今回の講座の内容は、数職員研修で全概で学びたい内容でした。問題行動が起こる前の行

動観察の重要性を痛感しました。未然に防ぐことを心がけたいです。 (第1講座)

。 子さj圭障害の 子どもび)保護者です.学 校でたと会で子どt)が困難にぶつかった時、将来を悲観

的に考え親子で落ち込んでしまうことが有ります。でt)、先生のお話を聞きビデオを見て勇

気づけられました。 一歩 ‐歩できることをあきらめずに頑張つていこうと前向きを気持ちに

なりました。何か子どもに通した仕事を見つけたいです。(第2講 座)

・ ソーシャルストーリーが子どもを重める為にあるということが '番印象的でした.と もす

ると親や教師の思いを押 しつけたり問題行動を軽減または止めさせる為に使ったり、指示に

服従させる為に使つていたと気付き反省しました,ま た例にあげられた文章が使えそ うなも

のばかりで役に立ちそうです=ダ メな例文も参考になりました.(第 3講 座)

。 ものすごく勉強になりました。学校での実践、支援をしていく上で講座等できちんと学習

することが本当に大切だと思いましたことてt)いい機会でした.(第 3講 座)

。 ももやま土l窪講座のような講座を地域で実施 していただき有り難い.参 加者の多さに学習

への意欲がわきます‐(各議旺共通)

→ 19年 度も内容を検討し継続の予定です
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特別支援教育の理解が進んできて、保育園 ・りj稚園から自由遊びの時は目立たないけれ

ど設定遊びになると  0約 束が守れず我がままを通そうとする子

0自 分の席から立ち上がリウロウロする子

⑤周りの友だちにいたずらをする子

0先 生が話しをしている時に突然口を挟みしゃべり出す子  等 々

ととらえられていた子ど()達に対して年度発達障害 (白閉症ス太クトラムロ)の 疑いがある

のではと、保育に携わる方々び)視点が変わつてきました.そ こで園側から教育相談窓ロコー

ディネーターのところに下記のような依頼がありました.

高機能自開症と診断された目児がいます。全職員で共通理解して指導にあたりたいので。障

害理解と支援についての研修会の講師をお願いします。

養護学校からの iO園 への参観、同児の実態観祭 (自由保育、設定保育)

支援      |を ,アセスメント票を書くためのアドバイス

0学 習会の中味を検討し梶集

C自 閉症ス/くクトラムについて講演

0本 児のケース検討

'集団として本児をどう見ていくか、他児にどう説明していくか.

研修会の内容   1・ 場南の切 り替えについて、写真カー ドでの スケジュール説明_7D方法

・よい行動を集め、1+:しい行動を教えていくこ

・表出のコミュニケーションのスキルの弱 さ (よく喋るが)が あるので

感1青カー ド、フィー リングメー ターダ)紹介

・トイ レの自立にむけて トイレッ トトレーエングα)資料提供

本児の実態より立つの項 目でア ドバイスを行いま したこ園での本児への理解が進み過 ごし

やすい毎 「1であること、小学校への スムーズな移行支援が行われ ることを願つています。

感情カー ド (ri分の体調を伝える時に使用)フ ィー リングメー ター (感情の レベルを伝える)
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(3)校 内委員会と特別支援教育コーデ ィネーターの機台ヒ充実を図る

地域の学校の巡回教育相談を通 し、特別支援コーディネーターからアスペルガー症候群び)

子ども達と実際に関わってみたい、関わることを通 し保護者や担任への支援を進めていきた

いという意見が出され ました,そ こで、校内委員会と特別支援コーデ ィネーターの機能充実

と力量の向上を目指 して夏林み ・冬体み親子 ・教師教育相談会を本校の教育相談を受けた児

童を対象に、計 3回 実施 しました.山 城教育局、宇治市 ・八幡市の教育委員会の理解を得て

以下のような内容で行いました。

tO内 容

Ⅲ 児 童 に対 して、 SST(ソ ーシャルスキル トレーエ ング)

t 保 護者 に対 して、ベ ア レン トトレーエ ング

1 担
任 に対 して、テ ィーチ ャー ズ トレー ニン グ

②ねらい ～ =″～′～′=

・教育相談後の子ども達の様子を把握する。 (学校)

・相談時の緒言についての検証を行い、今後のより適切な教育相談を目指す.(学 校)

。支援ブログラムを保護者や教師に提示 し、今後の実践に生かす=(保 護者、担任)

・保護者、担任同十の グルーブカウンセ リングを通 して、共通の悩みを出 し合つた り情報

単  交 換を行い、家庭や学校で生かせるようにする。 (保護者、担任)         Ⅲ
b～ ィ～ /～ ′～ /～ /～ ′～ ′～ ′～ /=/～ ′～ ′― ′～ /～ イ=′ ― ′～ ′～ ″～ ′～ /～ ′～ ′～ ′― ′～ ″～ /～ ″～ ′～ /～ ′―b

0参 加者 ～/宇/～′～″～′々′～′―/～′～/～″～″=″や′～″～′=/～′～ン～/～′～″…ン～′=/～′や夕
1

児童 4名 (内1名 は欠席):障 害名 ア スベルガー 2名 、白閉症 2名

保護者 3名

担任、小学校通級指導教室担 当者、中学校通級指導教室担 当者

養護学校側 児童対応 (4名 )保 護者対応 (2名 )担 任対応 (2名 )

成 果

・ 子ども同士の遊びの中での トラブルの要因に直接触れることができ、担任の先生に伝える

ことができた.

。 子どもの行動や言語に巻き込まれない大人の在 り方を再度話し合ったt

・ 簡単なチェックリス トで保護者に自分自身のタイプを知ってもらった上で、子どもの

接 し方の配慮点についての話をした。保護者からは自分の行動を振 り返る声が聞かれた。

チェックリス ト・・・A・ B 各 8項 目を 5段 階で評価

Aの 項 目例  1 や らなければならないことを先送 りにする

2 つ まらない ミスをする

Bの 項 目例  1 興 味のない話を聞いているだけの会合では、席を立ちたい と思 う

2 衝 動買いなどよく考えずに行動することがある

継続 した教育相談の機会となった。

2学 期にある運動会、文化祭の取綱について担任と話ができた。

(行事向けの支援 シー トを作成 し支援)

■
．
、
１

、
１

、ゃ

、
と

、
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(4)保 護者や地域社会の理解、啓蒙

養護学校では、障督を持つ 子ども達が地域でF理解 され、よりよい生活ができることをめざ

して学校間交流や居任地交流に取 り組んでいます.

相 手校の学校では、養護学校に通 う同 じ地域の友達 と仲良く交流 し、いつで t)声をかけあ

える関係を築き深めていくことをね らって取純が進められています.

C ■ 年化の児主は事前に養護学校の紹介ヒデオを見て学校の様子を知り疑問点をまとめ

る.

② 当 日は、養護学校の教B市が事高it/D疑問に答えながら、養護学校のこと、障害のことなど

について4年 ア上に分かりやすく話をする〕

0 本 人とお母さん 771紹介をし4年 仕とゲームを通 し交流する.

C 障 午=児宇級と交流

0 給 食交流 (近所の子どt)達と一緒に)の ブログラムで行つた,

成果  2校 で子どもの実態や取組内容について十分な打合せを行 うことで、自然な形で交流

ができ、からいを達成することができた=

〇〇小学校では、総合的な学習の時間 (全45時間)に 居住地交流の収組 t)含んで以 ドのよ

うな取組がされています.

ふ れ る 養護や障級の友達と仲良くなる1友 達を知ろうc(居 住地交流も含む)

校1式の友達を知ろうを ど んな勉強をしてるσDかな?

つ alむ さらに障官のある人について知ろうこ

ビデオを見る.(車 い十、点宇等)

む か う 肢体障害について調べる。

革イスで外出してみよう.苺 いすを使っている方とll D交流

調べたことや聞いたこと、体験 したことをまとめて発表する準備

い か す 奄表 し交流する.

手話、点宇を用いたり車いす体験から学んだことを生かしてできることを

実行しよう

このよ うな取ネRを体験することで、障害の有無にかかわ らず相手を認めて受け入れ られ る

索地を持った 子どや)になつてほ しいと願っています.
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( 5 )巡 □相談

特別支援教育の流れのなか、教育局 と連携をとりつつ巡回教育相談を行っています。今年

度の巡回教育相談の特徴 としては、高等学校か らの相談が倍増 したことがあげられ ますc

平成19年度より各高等学校に特別支援校内体制が整備 され ることになつてお り、これまで

の 「生徒指導」 とい う捉え方に 「発達障害 ・特別支援Jと い う捉え方が加味され るなど、ま

すます養護学校 との連携が広がると思われます。

今年度は 下記のような相談があ りましたc

〔注意 :あ くまで も授業参観や、細かいアセスメン ト等に基づく相談例であ り、同様の現象

を示す児童生徒すべてにあてはまる回答なわけではあ りません。〕

Q  成 績不振 (定期テス トの点数が一桁)の 生徒の単位認定について、また進級について

どのように捉 えれば良いか.

A (生 徒の授業参観後)学 習内容は、生徒の実態に合わせた分か りやす さに し、量 も少な

くした り、補習参加や レポー ト提出を努力点 として認めた りすることも一案.

Q

A

就職希望の生徒 と保護者にどのような段階を踏んだ対応をすればよいか。

(生徒の実態等を聞き取 りした後)実 習先 として調理関係 とソネンの事業所を紹介.

実習にあたっての指導内容 (実習のかまえや留意点等)や 保護者への説明内容、今後に

向けてハローワーク等の利用についても話を した。 〔養護学校の進路指導担者が対応〕

Q 進路に対するこだわ りが強いが、現状では実現 しそ うにないとい う現実に向き合えな

い3ま た不登校で うつ傾向にある。 どのように指導 した らよいか。

校長先生か進路指導部長など、担任 とは違 う立場の方に 「単位不足では卒業できない。

卒業できなければ進路実現はない」 ことを話 してもらう。 また教科 ごとに色別 グラフを

作成 して、本人にあとどれ くらい出席すれば単位がとれるか視覚的に提示する。別室で

試験をすることや保護者 と本人に医療機関の受診を勧める等。

Q  遅 刻や欠課が多いc自 分の思い (込み)を 阻止 されると呆力をふる う、話題が会話中

に自分の興味のある方向に変わつていき、双方向でない。授業中、制服をかぶって寝て

いるが、時々質問に答える.等 の実態をどのように捉え指導すればよいか,

A (高 校の事例検討会に参加 し、判断仮説や支援仮説を共に考えるとい うスタンスで)

生徒の言動の原因を生徒指導上の課題ではなく、発達障害によるものであることを確認

した上で、

・ 1対 1対 応ができる場所、時間を確保 (各教科補習プ リン トで単位保障 と感覚過敏に

対する対応の仕方)

・ 目標 (卒業、進学)を 設定 して具体的にどうすれば 目標達成できるか示すこ

。 本 人 ・保護者 も納得 しているので早急に医療受診をする,

その他の相談内容 ・助言等

・ 校内でクールダウン用の場所探 し、内部の構造化についての相談にのる。

・ 「 あなたの強みはここ、弱みはここ」 と視党的に示す資料を作 り、生徒に提示する。

・ 担任の教師 と日常的なメールでのや りとりを行 う。
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山械爾部支援地域

京都間主南山城奮護学練
相護夜揺の実際

全ての学校にはコーティネーター

がll孝す。きず声をおlltてゴ

学校の相護機能の充実がポイント

京都府主爾山城確護学校(事務局)

相談のポイントは何か?

車

申

Oエ ピソードを含んだT寧 な聞き取り

O相 談等の内容から主訴の整理

○指導改善 O配 慮事項の整理

O教 職員間の意思統一

〇保護者支援等

Oア セスメント票の準備 等

(事前検討)

1学校コーディネーター・校内委員会の |

1狂動の丞=2立Zップも大切掛支援です_!

口相談票 ロアセスメント票をも

とにケース検討

O検 討事項に基づいて一定期間、
当該校で実践し、継続支援を
するケース

O専 門家テーム(医師等)を伴つて
学校に巡回相談をするケース

学校コーディネーター

担になど

li熙

地域相談  f!F養 護学校

支援チーム  相 談支援チーム

アセスメントの重要性  ≡ ≡≡≡≡

アセスメントの辞書的意味は「評価・査定」です

が、ここでいう評価は、様々な環境要因をできる

だけ整理し、問題解決につなぐための手続きと言

って良いでしょう。問題行動がどんなときに起きる

のか、それによつてどれくらい困るかと言つたこと

だけではなく、どのような時には起きないのか、い

つ頃から起き出したのか(いつ頃まではなかつた

か)といつた、問題がない場合にこそ解決のヒント

が隠されていることを忘れてはなりません。また、

検査等の客観データを活用することや診断に関し

て医療と連携することも非常に重要となります。し

かし、相談の経過の中では保護者が検査や診断

に否定的な場合もあります。その場合でも、診断

や障害の断定をしてはならないことは当然です。

たとえば、アセスメントの過程で自己肯定感が低

く、それを助長するような働きかけや相互作用が

あると分かつたならば、その改善策を検討する。

二次的不適応状態と判断できる事象があるなら、

それを引き起こす要因を特定する等、現状のアセ

スメントの中から、その子供の状態像を把握し

て、障害仮説に基づいた検討を行い、支援の方

策を絞り込んでいくといったことが重要となつてき

ます。

医師等こ巡回教育相談の実施

【巡回相談の主な内容】

①授業視察

②アセスメント票でケース
会議

③保護者相談

④事後のまとめの会議

⑤その他のケース会議
(オブザーバー参加有り)

学校コーディネーター

担任、保護者等

地域相級   |｀    基 綾学校相談
支援テーム   !   支 援チーム

専門家チーム

児藤生仏 幌寵書、担優柳 晩
悩み・困りごと・気づきの訴えや相談事

幼稚園等
小・中学校
高等学校
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巡回夜拝の後も点榛 ・フォローを

巡回教育相談以降、継続   学 校コー

して相談支援が必要な   壇
任など

イネーター

ケースの検討口分析を行

つ
地域相談   |＼
支援ラ     Ⅲ

!｀
と一ム

O相 談秩より事後の取組の報告

〇継続支援の内容の整理

相談支援の実績 (平成18年度 4月-1月)

特別支援教育体範推進事業の内容(4月～1月)

相談支援校(園)数 29校 (園)

相談支援ケース 49ケ ース

相談支援のべ件数 128イ牛

1回のみの相談 15ケ ース

複数回数の相談 34ケ ース

巡回相談支援実施件数 32ケ ース

発達(心理)検査の実施 16ケ ース

地域相談支援テームと合同で実施 30ケ ース

[::!:旨旨宮::母::1:::宮皆首旨:旨宮と言書言:言!!:!:!::::母巳J

コーディネーターの役割 室=茎茎茎=
特別支援教育コーディネーターの役害Jというと

一般的に

口関係者や関係諸機関との連絡調整
B外部相談、保護者相談に対する学校のな口

・担任への支援
・校内委員会での推進役

等ですが、これらに共通するキーワードは「つ

なぐ」です。

どういうことかというと、たとえば、一人の子供

の視点で考えてみたとき、その子供の周りには

家庭口学校口地域生活といった環境相互の横のつ

ながりがあり、その環境の中ですごした時間の経

緯といつた縦のつながりがあると考えることがで

きます。これらの環境の横断的、縦断的視点をあ

わせて見つめると、その中に子供を支援するた

めのリソース(資源)が含まれていることがわかり

ます。ここで言うリソースは、人の場合もあります

が、建物や組織、社会的システムそして、情報等

すべてを含んだ概念です。それらは、ある部分は

つながつているが、ある部分は無関係に存在し

ています。しかし、良かれ悪しかれ子供は自分の

おかれているリツースの中で生きて行く存在であ

り、それらを有効に活用することが支援であると

も言えます。

たとえば、関係者会議を招集して関係者同士を

つなぐことや、アセスメントを通して現状分析し解

決にむけての一連の筋道をつなぐこと。時には

専門性を発揮して情報を関係者につなぐこと等、

コーディネーターは様々なリソースを見いだし、リ

ソース同士を結びつけて、最大限に機能させるこ

とがコーディネーターの役割ということになるので

す。

養護学校相談
支援チーム

山城商部夜揺地域での相護夜揺の具体的事例

山城南部支援地域 (南山城養護学校)では、医者・福祉等の専門家チームと共に、養護学校 ・

小・中学校・通級指導教室の先生が一緒になつて、相談支援を実施しています。

次のページから、相談支援を実施した中から、特徴的なケース(事例)を紹介し、相談を受ける

際に参考にしていただきたいと思います。

自閉症教育・理解・支援をテーマ
8/21公 開講座tD教職員60名

10/21公 開講座②
保護者90名を含む300名

42 1就 学相談は別途(就学相談部)

48 1福 祉事業所を中心とした連携

医療を中心とした連携

ケー ス 会 議  小 学部フ 中学部4高 等部8(医療・福祉,行政等)

主治医訪問
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校  種 中学校 対象児童口生徒等 2年生男子

相談経路 保護者より電話相談 受付時診断 PDD診 断あり

学校主訴
1

2

登校しぶり

対人関係不適応

保護者主訴

登校しぶり

特定のクラスメイトとのトラブル

母親にベタベタくっつくなど、年齢相応の対応をどうすればよいか

内容と背景

特定のクラスメイトからの暴言で登校しぶり状態が起こっている。

学校側は生徒指導の範囲内で対応しているが、改善されていない。

対人関係を中心に本人に大きな困り感がある。

「保護者相談経由、相談支援会議コーディネート型」

①保護者相談で組織の設置(相談支援会議)

相談支1員会議 (在籍校で)

(校内委員会 地域コーディネーター 養護学校担当)

電話相談で、保護者が在籍校への連絡

を望まなかった。面談においても学校との

連携の必要性は理解しつつも、家庭や本

人の対応で改善できないかという意向を

持たれていた。その後、本人面談を含ん

で2回 目の面談を行い、学校側との連携

を承諾、在籍校に経緯を連絡し、相談支

援会議を行い、現状の確認と今後の対応

について検討した。現在も相談支援会議

を継続している。

「在籍校経由、巡回教育相談型(面談有)」

②学校コーディネーターの気づきを相談に

r拓 計 、 養護学校へ電話相談

経過報 告

―   事 前誠警 会議 (養護学校で)

|    (学 校コーディネーター 担任

1  地 域コーディネーター 養護学校担当)

事後誠整会議 (養護学校で)
(学校コーディネーター 担任

地域コーディネーター 養護学校担当)

＼
<空 多ノ ‐ _堤

晋
蝉!

在籍校コーディネーターから本校に打診

があり、アセスメント票を作成し本校で事前

調整会議を実施することとした。地域コーデ

ィネーターに連絡し、事前調整会議への出

席を要請。アセスメント票を元に事例を検討

し、巡回教育相談を実施し、保護者の希望

により面談を行つた。その後、在籍校コーデ

ィネーター、担任、地域コーディネーター、本

校担当で事後調整会議を実施した。なお、

若子の改善も見られたが、教室内へ入れな

い状況は続いているので、在籍校校内委員

会で継続的に対応する旨確認した。

面談 I(養護学校で)

(母親 養護学校担当)

校  種 小学校 対象児童口生徒等 3年生(男)

相談経路 在籍校コーディネーターより連絡 受付時診断 PDD:診 断

学校主訴
1

2

教室への入室困難

学習不適応

保護者主訴

教室で授業を受けさせたい。

学習の遅れを取り戻したい。

家庭内で妹と喧嘩が絶えない

内容と背景
・教室への入室困難により主に障害児学級にて課題学習を行つているが、本人の状態で不規則

口友達と一緒に遊ぶこともあるが、些細な行き違いからトラブルが絶えない。

巡回教育相談 (在籍検で)
(抜内委員会・地域コーディネーター 奏護学校担当)
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校  種 小学校 対象児童口生徒等  14年 生男子

相談経路 在籍校コーディネーターより連絡 受付時診断     I PDD診 断あり

学校主訴
| 対人関係トラブル

家庭との連携についてどのようにすればよいか2

保護者主訴
・友人とのトラブルの角キ決をどうしたらよいか

口家庭での学習、家庭生活の中でどう対応したらよいかわからない

内容と背景

些細な思い違いによって友達とのトラブルが頻発し、本人の因り感が大変高い

現在、仕事を持つ母親と二人暮らし(父親は単身赴任)

母親は様々な相談機関に相談をしているが、今ひとつ納得できず、学校側への対応を強く迫つている

「保護者、在籍校経由、巡回教育相談型(面談有)」

C標
1     事 前調整会議 (養護学校で)

ン ィネと
一
些王

ヤぎr讐旦
1      巡 回教育相iA (在籍検で)

(校内委員会 ■ 地 域コーディネーター・養護学校担当)

亜

保護者が在籍校に、養護学校の巡回教育相談

を受けてくれるように要請。在籍校の依頼に基づ

いて事前調整会議を実施し、アセスメント票を元

に事例の検討を行い、巡回教育相談を行つた。

保護者の希望により面談を実施するとともに、保

護者と学校との連携についての今後の方向を確

認した。その後、事後調整会議を実施し、事例の

改善が進んでいることを確認したが、保護者が家

庭生活におけるアドバイスが欲しいという要望に

応えて本校において面談を実施した。その後、家

庭での問題は減少し、本人の困り感も低くなつ

た。

在籍校コーディネーターから地域コーディネ

ーターに打診があり、アセスメント票を作成

し、本校で事前調整会議を実施した。事前調

整会議でアセスメント票を元に事例を検討

し、巡回教育相談を実施し、保護者の希望

により面談を行つた。保護者は診断を希望

し、後日地域ヨーディネーターが知能検査を

実施し、保護者と本人が受診してその結果

を元に、相談支援会議を実施した。それを通

して、保護者は長年の不安が解消され、家

庭での本人に対する対応を考え始めた。

③校内委員会の事例を相談支援に

地崎3-デ イネーター

1  事 前調整会議 そ養護学校で)

(学校コーディネーター 担任

地域コーディネーター・養護学校担当)

巡回教育相談 (在籍校で)

医師 地域コーディネーター 養護学校担当)

「地域コーディネーター
経 由、診 断コーディネート型」葺葺喜軍茎雲軍葺≡葺車茎葺茎==至 葺

校  種 中学校            1対 象児童,生徒等 1年生(男)

相談経路 地域コーディネーターより連絡  1受 付時診断 なし

学校主訴
1 学習不適応、対人関係不適応

教室に入りにくくなる状況の改善2

保護者主訴
口教室で授業を受けさせたい

・本人への対応方法がわからない

内容と背景

教室への入室困難により別室にて課題学習を行うことが多い

友達の言動を自分への非難とうけとつての暴力やパニックが頻発

保護者は本人をどうとらえたらよいか戸惑っており、診断を希望

在籍校

コーディネーター

相談 支 張会 義 (在籍 校 で)
経過報宣Jや 引(学校コーディネーター 地域コーディネーター 】

|  _―
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校  種 小学校 対象児童。生徒等 4年 生女子

相談経路 保護者より電話相談 受付時診断 な し

学校主訴
1 不登校の改善

学習不適応、対人関係不適応

保護者主訴
・不登校の改善
。本人の行動や反応をどうとらえたらよいか

内容と背景

不登校

就学以前に両親は離婚

2歳頃より服や持ち物にこだわりがあり、納得するまでパニック有り

「保護者相談経由、関係者会議コーディネート型」

/ / ~ ｀
｀ 1 養 護学校へ電話相談

1  面 談 I(養護学校で) |

|  (母 親・養護学校担当)  |

電話相談で、保護者が在籍校との連携を

望まなかつた。面談において検査、診断を

希望されたので、本校にて手配し、合わせ

て在籍校との連携についての必要性を説

明し、面談後在籍校に経緯を連絡し、相

談支援会議を行い、両親を含んだ相談支

援会議を実施し、現状の確認と今後の対

応について検討した。

その後、校内体制が整備され、一致して

改善に向かって取り組まれている。

ヽ
こ

′

相談支援会議(在籍校で)    |

(枚内委員会ネ 地域ヨーディネーター 養護学校担当)ネ 校内委員会

校長 コーディネーター

養護教諭 担任

関係 者 会議

(両親 枝内委員会 通級指導教室担当
養護学校担当)

「在籍校経由、巡回教育相談型(面談有)」

⑥地域コーディネーターが中心となつて

事 前証 整会 議 (養護 学 校 で)

(学校コーディネーター 担任

地域コーディネイター 養護学校担当)

巡回教育相談 (在籍校で)
(校内委員会,地域コーディネーター`養護学校担当)

在籍校コーディネーターから地域コー

ディネーターに打診があり、アセスメント

票を作成し、本校で事前調整会議を実

施した。事前調整会議でアセスメント票

を元に事例を検討し、巡回教育相談を

実施し、保護者の希望により面談を行

つた。その結果、別室での課題学習は

定着した。今後指導をどのようにすすめ

ていくのかは、地域コーディネーターが

フォローし、経過報告を受けることとし

た。

⑤保護者も含んで関係

検  種 中学校 対象児童口生徒等 1年生(男)

相談経路 地域コーディネーターより連絡 受付時診断 ADHD診 断

学校主訴
1 対人関係不適応

教室に入りにくくなる状況の改善2

保護者主訴
・教室で授業を受けさせたい

。投薬もしているが、本人への対応方法がわからない

内容と背景

,教室への入室困難により別室にて課題学習を行うことが多い。学力は高い
。友達の言動を自分への非難とうけとつての暴力やパニックが頻発

在籍抜

P一ディネータラノ
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3 特 別支援教育充実事業の非常勤講師を活用した校内体制充実

『やましろ未来つ子』 研究推進横として指定

通常び)学級に在籍するLl)・ AI)HD  o i高 機能 白閉症等の児童生徒に対する支援が喫緊の

課題 となつている中、山城地域におけるこれ らの児童生徒に対する支援のあ り方を研究実践

する学校を 「特別支援教育充実事業に係る研究実践校 (『やましろ木来つ子』研究推進校)」

(以下、「研究実践校」という.)と する.

研究実践校においては、児童生徒
一人 一人の教育的ニーズを把握 し、児童生徒の持てる力

を高め、生活や字習上のlthl難を売服するたr)に、道切な教育や指導を通 じて必要な支援につ

いて研究を深め、実践を推進するとともに、その成果の普及に積極的に努める.

実践交流会の 実践事例集の刊

! 非 常勤講師の配置校における研究実践を発表のほか、通級指導教室 との連携 !

iし た取純、幼稚園における特号↓支援教育の実践、市町村の独自の取組等の発表 :

iを行い、山城地方の特労|1支援教育lrl充実に資することを日的として実施.   i

(1)校 内体制の概要

①績向毒員会
・ 定例月 1回 及び臨時でその都度開催

・ 特別な教育的支援を老、要とする児童の指導 日標や内容、指導の手立てについて検討

(個局叫の十旨導言十画び)十乍汚t)

・ 特別支援教育ヨーデ ィネー ターを核に、全教職員が協働 して、教育相談をは じめ関係機

関との連携を深めて実践の推進に努める。

・ 児童生徒 ごとにチーム会議を作 り、笑態把握や支援方法の検討を行い、非常勤講師の活

用方法を含め、指導方針を決定.

・ 小 ・中学校の連携 (連携会議)

。 特別支援校内委員会の構成…特別支援教育コーデ ィネーター、教頭、教務主任、生徒指

導主任、教育相談部長、養護教諭、非常勤講師

II特別な教育的支援が財要な児童生徒の実態i巴握

ぞ|ケースについて、具体的な支援等の協議検討

3巡 回相談及び専門家チーム相談依頼するケースの整理 ・検討

41保護者との相談

G研 |う会の実施

10」ヽ。中学校の連携
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②特骨J支援教育コーティネーター

・ 特別支援教育コーディネーターの役告10学級担任からの相談の窓日と児童観察②巡回十日

談を受けるなど関係諸機関との連携役0校 内委員会を中心になつて連常0全 教職員の共適

理解化を図る⑤特別支援教育コーディネーターとしてのスキルアッフ切F修
・ 担任を「れとヽに、特別支援教育コーディネーター ・非常勤講師と連携して、保護者と相談

を行 う.

―ご1校内委員会、支援チームの運営

21校内の関係者や地i或の関係機関との連絡

9学 級担任への支援 (「アセスメント票」「1固周」の指導計画」の作

成を含む。)

13相談関係者との連絡調整

3専 門家チーム、巡回相談等の関係機関との連絡調整

6+幼稚園 ・保育所 (園)、小学校、中学校等との連携

7養 護学校との連携

③個RIJの指導計画
・ 担任を中心にアセスメン ト票か ら 「その十の教育的ニーズは何か、どのような手立てが

有効か」等の検討を行い、個別の指導言1画を作成.

・ lll l埼1の児童ファイルを作成 し、指導記録を吉積.

・ 析導計画の検証 と修 |にPI) C Aサ イクルで実施|,

「個局」の指導計画は、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じた

きめ孫日かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指導計画、当

該児童生徒の|□別の教育支援計画等を踏まえて、より具体的に児童生

徒一人一人の教育的二十ズに対応して、指導目標や指導内容 ・力法等

を盛り込んだもの」

(「lll・中学校におけるLD(学 習障害)、ADHD(注 意欠陥/多 動

性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のための

ガイドライン (試案)」平成16年 1月 より)

④関係話機関等この連続
・ 必要に応 じて、関係諸機関と連携 したり、巡回教育相談を活用する。
・ 保護者と連携をとり、学校と家庭で 一員した対応を″とヽがける,

二十巡回相談の禾」用、専門機関の利用のほか、通級指導教室の利用

も含めて、連携した取組を進める。

2個局」の指導計画作成時に、保護者の意見を十分に間いて作成し、

支援を協働して行う。
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⑤研修
特別支援教育にかかわる研修を行 う.

学校だよりに 「特巧|1支援教育J関 連記芋を掲載 し、保護者への理解、啓発を行

学級活動び)時間に、「トメ＼十色σDカエルの 子」を活用 して全校児童に指導.

校内の重点研究を特別支援教育として取 り組む

こ事傾」検討会を実施し、他の教員が実施した支援内容や方法を学

び合う。

12-人 一人の教員が、校内の資源者として協lal作業や活動を進め

るために、専P目的な矢B識を身につけるための研修を実施する。

担任が一斉指導を行つているときに個別に指導支援を行 う。

教育相談卓等の特増lな場を設け、個丹1精卓や小集回での指導を行 う.

専門機関の教育相談時に同席 し、日常の観察記録について意見を述べた り、

バイ スを支援に生かす.

特弓|1支援教育コーデ ィネーターが児童観祭、児竜の個別指導、保護者両談、

相談等の活動をするための後補充授業を行 う.

児童生徒の情報収集、整理を行 う.

教材 ・教具の作成

jFl任が個別指導を行つている間の後補充授業.

児竜生徒の悩みや不安 ・ス トレス等の解消を図る。

つ

受けたア ド

研修、巡1司

・ 特別の支援を要する児童生徒への個別の指導計画に基づく支援が進んだ。

・ 特労|1支援教育ヨーデ ィネーターが校内″)支援体制を整備 しなければならないとい う白党

が高まった.

・ 特号|1支援教育ヨーデ ィネーターが全校児童生徒の実態を把据するための動きができた=

。 特別支援教育コーデ ィネー ターの校内外における相談活動が進んだ。

▲ 個 別の指導計画を、 PDCAサ イクルの中で、常に児童生徒の実態に応 じた学校体制に

よる支援を進めるために実効性のあるt)のとし、児童生徒に適切な支援ができるように工

夫 していくt

▲ 幼 稚園 ・保育所 (園)や 他校種 との連携 した取組を推進 していく。

▲ 通 級指導教室や障害児宇級 との連携 した取組を推進 していくc
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4 中 学校通級指導教室 (LD・ ADHD等 )の 設置と運用

山城池方3中学機に通級指導教窒を設置

宇治市立槙島中学校 ・城陽市立南城陽中学校 加茂町立泉川中学校

生徒一人 一人、それぞれの特性があ ります=得 意なこと不得意な ことはそれそれ違いま

す。生徒の中には、ある教科の学習のスビー ドが緩やかな生徒、
一

度にたくさんの情報を

与えられると混舌Lして しまう生徒 モ〉います.ま た、友人関係を円滑に保つのが吉手な生従

や、気持ちをコン トロールするのが苦手な生徒もいます.

生徒が、在籍する学級での学習や生活を、より充実 したものにするために、 一人一人の

特性に応 じた指導や支援を行 う通級指導教生が開設されました。

<具 体的な実践より>
生徒

一人一人の状態に応 じた指導計画を作成 し、課題に応 じて個別の指jTSまたは小集回σD

指導を行います.落 ち着いた環境の中で、生徒が持つ能 力を引き出 し、自信が持てるような

指導を目指 して指導にあたっています。 また、老、要に応 じて、医療 ・福和L。その他関係諸機

関と連携 して指導 ・援助を進めていますc

平成18年度の実践の中から、紹介します.

「通級 指 導 教 室 |で 行 った学習 内容 の例

A児

C児

B児

相手の話を受け止め、話す力を仲ばす

習や、場面、関係を読み取る課題を行 う.

・生活の基本的な技術を習得する.

・授業やテス トの受け方を知る。

・計画の立て方を学び、実行する,

・気持ちをコン トロールする力を伸ばす。

。人 との関わ り方、会話の仕方、マナ

等を字ぶ.

・人と関わる遊び、ルールのある遊びをする。

・数学の補充学習を行 うっ

。学習意欲を伸ばす。

通級指導教室では、生徒が特性に合わせて学ぶことができたとい うことが成果

されています=同 時に生徒 自身が自分の特性に合つた学び方を学ぶことができ、

での学習場面でも力を発揮することができた とい う報告もあ ります.

また、生徒や保護者、また教師からせ,多くの相談が持ち込まれています。生徒

特性に応 じた指導や支援の在 り方、教材づくりのためのヒン ト等を提供 してお り

地域において特別支援教育のセンター的役割を果た しています.

として幸R告

通常の学級

一人一 人び)

、学校内、

今後、自校や他校の生徒の持導を進めていくにあた り、小学校の通級指導教室や在籍中学

校及び在籍学級 と情報の交流を図 りなが ら、さらに取組を深めていく必要があ ります.
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保護者等への広報の例

生徒たちは ‐人一人違った個性を持つています.能 力の発達も一人一人異なります.

学校は個々の生徒の長所や短所に配慮し、個に応 じて学力を高める指導をしています!

しかし、中にはそれ以上に個別に支援を必要とする生徒もいま十.

このような生徒に、教科や人間関係の学習を支援する目的で通級指導教室を設けてい

ます。

また、通級 して支援を受けるほどではないけれど、なにかの支援が必要な生徒もいる

かと考えます.

このような生徒や保護者の方々ブ)ために、通級指導教室で相談を受け付けています.

生徒がド十分の判断で中し出ることもできます=保 護者の方の相談も受け1寸けます.
「頑張っているのに思、うように成果が [1がらないJ「勉強の仕方がわからない」「学級

や部活動で友人とうまくいかないことが多いJ等 々、支援が必要だと感 じる場合、学級

担任または 通 級指導教室担導に御連絡ください.

指導方法の工夫改善
個々の生徒のニーズに応 じた授業や指導方法を工夫 します。

「楽しい授業」 「わかる授業」 「良い指導」などは皆の願いです。
わからないこと、困つていることがあれば

遠慮なく直接担当の先生に申し出てください。

申し出にくいこと、難 しいことなどは、
適当な相談先に申し出てください。

担任の先生
スクール

カウンセラー 心の相談員 通級指導教室

それぞれ相談し、支援します。
必要に応じて適切な相談先を紹介します。

通級指導教室では
以下のようなことをします。

学習方法 白計画等
保護者との相談
問題点の整理と助言

指導方法の工夫 日配慮等

通級教室 口巡回等による支援 (授業中)

指導 助言
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